
国への
提案時期等

H19/10/3
第１回答申

H19/12/12
道議会議決

H19/12/19
国へ正式提案

H20/3/21
[国] 推進本部

基本方針変更の
閣議決定

H19/12/18
第２回答申

H20/3/26
道議会議決

H20/3/31
国へ正式提案

H21/3/27
[国] 推進本部

基本方針変更の
閣議決定

国の対応状況等

地 域
医 療

○札幌医科大学の定員自由化に関する学則変更
届出先の知事への変更

労働者派遣法に基づく医師派遣地域の拡大

地方公務員派遣法に基づく医師派遣先の拡大

食の
安全・安心

ＪＡＳ法に基づく監督権限の移譲

くらしの
安全・安心

○水道法に基づく監督権限の移譲

環 境

国土利用の規制権限等の移譲

人工林資源の一体的な管理体制の構築

森林関係審議会の統合

廃棄物処理法に基づく権限の移譲

観 光

特定免税店制度の創設

○外国人人材受入れの促進

地域限定通訳案内士試験における裁量の拡大

地方自治
町内会事業法人制度の創設

法定受託事務の自治事務化

国際観光振興業務特別地区の設定

企業立地促進法に基づく権限の移譲

北海道のニーズを見極めつつ継続検討

21年度政令改正により全国で実現

第1回提案（H19.12.19提案 H20.3.21閣議決定）

第２回提案（H20.3.31提案 H21.3.27閣議決定）

道州制特区提案の状況

維持管理費に係る国直轄事業負担金制度の廃止

道道管理権限の町村への移譲

福祉運送サービスに係る規制緩和

○指定都市等の要件設定権限の移譲

コミュニティハウスの制度創設

第３回提案（H20.10.8提案 H21.3.27閣議決定, H22.3.26一部変更）

H20/7/18
第３回答申

H20/10/3
道議会議決

H20/10/8
国へ正式提案

H21/3/27
[国] 推進本部

基本方針変更の
閣議決定

地方自治
・

地域再生

分権改革の検討状況を踏まえて検討。農地転用
許可は新農地法施行後５年を目処に検討

現行制度で対応可能な範囲を明示し通知

現行制度で対応可能であることを通知

モデル事業の実施及び22年度省令改正により対応

別の手法による実現について別途検討

道州制の税財政等のあり方を踏まえ検討

別の手法による実現について別途検討

道の試験実施状況を踏まえ継続検討

現行制度で対応可能な範囲を明示し通知

運用変更により全国展開

地域主権改革に関する一括法による
道路法の改正により全国措置

通知により推進。実施状況を踏まえ社会福祉法
の見直しの中で制度化を検討

関連の提案と一体的に検討

「条例による法令の上書き権」の創設

○国の出先機関等に係る予算・人員等の情報開示

郵便局の活用が可能な地方公共団体事務の拡大

健康食品に関する北海道独自の表示基準の創設

○過疎地域等における病院と診療所の連携に係る特例
措置

第４回提案（H21.7.16提案 Ｈ22.3.26閣議決定）

H21/4/10
第４回答申

H21/7/3
道議会議決

H21/7/16
国へ正式提案

H22/3/26
基本方針変更の

閣議決定

地方自治
・

地域再生

地域医療

健康づくり
産業

道と定期的な意見交換を実施

現行で対応可能な範囲を明確化し通知

現行制度で対応可能である旨を通知

現行制度で対応可能な範囲を明確化し通知

健康食品の表示に関する検討等を踏まえ
継続検討

維持管理に係る負担金制度を廃止（23年度～）

地域主権改革に関する一括法
の成立により条例制定権を拡大

基本的には対応困難。現行制度で一部対応
可能である旨通知

20年度政令改正により21年度移譲
財源については交付金として73万円を措置

20年度政令改正により届出廃止

19年12月の政令改正により全国で実現済

第５回提案（H23.10.28提案 Ｈ24.2.10閣議決定）

H23/5/11
第５回答申

H23/10/7
道議会議決

H23/10/28
国に正式提案

H24/2/10
基本方針変更の

閣議決定

地方自治
・

地域再生

「ふるさと納税」のコンビニでの収納

税制上の優遇措置を受けられるＮＰＯ法人を適正かつ円滑に

認定・監督するための国と道等が連携を図る仕組みなどの法制化

自家用有償旅客運送の登録権限の移譲及び
登録要件等に係る裁量権の拡大

北海道が認定するアウトドア事業者による自家用有償
旅客送迎を可能とする道路運送法の適用の拡大観 光

23年12月の政令改正により全国で実現

登録権限の市町村への移行等について検討。
現行制度で対応可能な範囲を明確化し通知

現行制度で実施可能な範囲を明確化し通知

現行制度で対応可能である旨を通知

※道の提案趣旨に沿った対応は「黒地に白抜き文字」、継続検討等は「白地に黒文字」、道に限った措置は「提案項目名に○」を付している。

参考資料１



道州制特別区域基本方針に基づく計画期間満了時の評価（概要） 
計画期間（平成１９年度～平成２３年度） 

 

・ 道州制特区推進法に基づく事務・事業の移譲については、移譲前の状況と比べて、より適切で効率的

な事務執行、利用者や地域住民の利便性の向上など前向きの成果。 
 

・ 課題もあるが、事務・事業の移譲を取り止めて、国に戻すべきと考えられるような問題・支障は生じてい

ない。むしろ、更なる権限の移譲を進めることで、より大きな成果につながる可能性。 
 

・ 個別の事務・事業の移譲に係る措置等については、すべて、今後とも継続して実施することが適当。 
 

・ 特定広域団体である北海道は、引き続き、本制度を活用して、北海道の自立的発展につなげていくこと

を希望。 

 

 

これらの点を総合的に踏まえると、道州制特別区域基本方針で定める計画期間については、これを 

延長する（平成 27年度まで）こととし、特定広域団体への権限移譲の取組を更に推進すべき。 

参考資料２ 




















































































